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中央労組が金庫との交渉を妥結しました！

中央労組は、３月25日、金庫との団体交渉において、交渉の妥結を確認しました。内容

は、①「ワークライフバランスの実現に向けた労使協同宣言（仮称）」を締結する（要求

通り）、②嘱託職員・契約職員・パート職員の賃金は、継続協議とする。なお、2015年度

実施予定の「臨時職員制度見直し」の中で、制度全体への影響を検証しつつ協議を進める、

③正職員・準職員ＳＳコースの一時金は、4.7ヵ月（要求は、4.7ヵ月＋30,000円）、④準

職員（ＳＳコース以外）及び定年再雇用嘱託職員（Ｄコース以外）は、現行通り（要求は、

昨年実績＋30,000円）、⑤臨時職員（定年再雇用嘱託職員Ｄコース・嘱託職員・契約職員

・パート職員）は、現行通り（昨年は支給なし。要求は制度化で１ヵ月＋30,000円）。た

だし、2015年度実施予定の「臨時職員制度見直し」の中で、制度全体への影響を検証しつ

つ協議を進める、⑦「共済会会員範囲の見直し」は、継続協議とする。ただし、準職員か

ら契約職員に雇用契約が変更となった契約職員（※準職員で60歳を迎えた職員）は、継続

して共済会正会員とする（ただし書きは要求通り）、とするものです。

団体交渉で金庫からは、「アール・ワンシステム移行に係る、この間の職員の努力に改

めて感謝する。今後は、新システムの有効活用に向けた取り組みが重要である。新年度に

あたり、本部機構の改編の中で専門部署を設置し、こうした課題に取り組んでいきたい。

労働組合が重要な取り組みと位置づけている職員の健康管理、ワークライフバランスの実

現について、労働組合の提起を真摯に受け止める。共同宣言の取りまとめができるよう、

また、実効性あるものにするためには労働組合の協力も求めたい。労使が力を合わせて、

ろうきんの理念の実現に向けて取り組んでいきたい」等の見解が表明されました。

安藤闘争委員長は、「本春季生活闘争は、社会全体がベア要求は当たり前という異様な

雰囲気の中、今年度の収益状況や今後の経営の見通しや、この間の職場実態を踏まえ、

「総合的な生活改善」をめざし、要求を組み立てた。金庫から示された回答は、要求すべ

てに対し、満額の回答ではないが、交渉を通じて、2013年度の労働実態やアール・ワンシ

ステム移行後の職場状況、ワークライフバランスの実現に向けた2014年度以降の課題につ

いて、金庫役員を含む労使が認識を共有できたことは成果である。臨時職員に係る要求に

ついては、安定雇用及び公正処遇の観点を基本に、制度見直し協議につながる考え方が示

されている。正職員及び臨時職員に係る人事制度見直し協議を早期に再開しなければなら

ない。職場討議時間を確保しつつ、2015年度から新制度の運用が開始できるよう、労使協

議に臨んで行きたい。新しい年度を迎えるにあたり、いかに職員のモチベーションを高め、



職場が一つになって新たな取り組みに向かっていくことができるのかが最も重要である。

そのためにも、今まで以上に、労使の情報交換を密にし、風通しの良い労使関係を構築し

ていくことを要請する」等を表明しました。

なお、単組は、①臨時職員に係る要求は、2015年度からの新制度運用開始に向け、制度

見直し協議を進めている中で、安定雇用・公正処遇の観点を基本に、一部要求に応える回

答、及び、今後の協議につながる表明を引き出せた、②一時金要求は、今年度の預金・融

資増加額目標の達成状況が、非常に厳しい見込みに変化する中で、最低限の回答を引き出

せた。あわせて、交渉を通じて、「一時金の支給水準について、安定的に支給できる状況

を確保できるよう、労使で努力する考えは変わっていない」との表明は、次年度以降の収

益見通しを踏まえれば今後につながる、③人事制度見直し協議を早期に再開させる必要も

ある、等から交渉の妥結を判断しました。
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静岡・北海道・北陸・中央

以 上


